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別紙１ 

条 項 目 録 

 

既にご契約を頂いておりますご披露宴等を解約される場合には、下記のご解約料を申

し受けます。 

 

ご披露宴等当日より起算して解約日が 181日前まで 

ご解約料：お申込金全額及び実費 

以 上 
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別紙２ 

配 布 書 面 目 録 

 

従 業 員 各 位 

 

株式会社ポジティブドリームパーソンズ 

代表取締役  宮 下 慶 輔 

 

指 示 命 令 書 

 

当社：株式会社ポジティブドリームパーソンズは、今後、消費者との間で挙式披露宴

実施契約を締結するに際し、下記条項目録記載の条項を含む契約の申込み又はその承諾

の意思表示を行いません。 

つきましては、今後、別紙条項目録記載の条項を含む挙式披露宴実施契約を締結する

ための事務一切は行わないようにするとともに、別紙条項目録記載の条項が記載された

利用規約、パンフレット等の書類は全て破棄するよう指示命令します。 

 

条 項 目 録 

既にご契約を頂いておりますご披露宴等を解約される場合には、下記のご解約料を申

し受けます。 

 

ご披露宴等当日より起算して解約日が 181日前まで 

ご解約料：お申込金全額及び実費 

以 上 


